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ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進
条例改正(案) 説明書

企画環境課経営企画係
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改正の理由

� 第７条は、内容は変わらないが、地方税
法上の位置づけを明確にし、表現を厳格
化した。

� 本条例の適用期間を平成２７年度まで延
長する。（３年間の延長）
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期間延長を３年間とした理由

� 平成２５年度に適用となる集合集宅が１
件予定されること

� 平成２６年度に適用されると思われる集
合住宅が１件あること

� 平成２７年度以降に適用されると思われ
る問い合わせが数件あること
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(平成25年）

賦課期日 １月１日

初年度

(25年度）課税開始
２年目

平成25年4月～

３年目
10年目

H34

(平成26年）

賦課期日 １月１日

初年度

(26年度）課税開始
２年目

平成26年4月～

３年目
10年目

H35

(平成27年）

賦課期日 １月１日

初年度

(27年度）課税開始
２年目

平成27年4月～

３年目
10年目

H36

ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例

改正による課税免除予定

終了年度
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(平成22年）

賦課期日 １月１日

初年度

(22年度）課税開始
２年目

平成22年４月～

３年目
10年目

H31

(平成23年）

賦課期日 １月１日

初年度

(23年度）課税開始
２年目

平成23年４月～

３年目
10年目

H32

(平成24年）

賦課期日 １月１日

初年度

(24年度）課税開始
２年目

平成24年４月～

３年目
10年目

H33

ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例

改正前による課税免除


